
 

会計年度任用職員募集要項 

 

１ 募集職種 

  地区公民館長 

 

２ 主な勤務内容 

  地区公民館の管理及び運営 

 

３ 募集の対象となる地区公民館 

  千一地区公民館、南千里地区公民館、南山田地区公民館、山手地区公民館、 

片山地区公民館 

 

４ 採用予定人数 

  各地区公民館１人 

 

５ 受験資格 

(１) 健全な心身と地域への奉仕の精神を持ち、かつ社会教育に理解のある者 

(２) 当該地区公民館の区域内に住所を有する者 

（必ず、『吹田市地区公民館区域表』でご確認ください。） 

(３) 任用時、常勤、非常勤を問わず本市職員でない者 

 

以下の欠格条項のいずれかに該当する人は、受験できません。 

欠格条項（地方公務員法第１６条） 

１ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが 

  なくなるまでの者 

２ 吹田市の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しな 

  い者 

３ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第６０条から第 

６３条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者 

４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴 

  力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

６ 勤務条件  

任用期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

※任用開始日は、任用期間の範囲内であれば協議の上決定します。 

※次年度以降も任用の必要性があり、かつ、勤務成績が良好な場合は、



 

 

通算１０年の範囲内で再度の任用を行うことがあります。 

勤務日 日曜日、月曜日、水曜日～土曜日 

（火曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に

規定する国民の祝日の翌日（当該翌日が火曜日に当たるときは、その

日後においてその日に最も近い国民の祝日の翌日でない日）、その前

日及び翌日が同法に規定する国民の祝日である日の翌日、１２月２９

日から翌年１月３日までは休みです。） 

公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、勤務日以外の日に勤

務を命ずることがあります。 

勤務時間 午前１０時から午後１０時の間に、月３６時間 

公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、勤務時間以外の時間

に勤務を命ずることがあります。 

勤務場所 当該地区公民館 

給与 月額７４，４３９円（地域手当等を含む）  

諸手当等 吹田市会計年度任用職員の給与等に関する条例に基づき、期末手当等

が支給されます。 

休暇 勤務日数及び任用期間に応じて年次休暇等を付与（最大１８時間） 

社会保険 労災保険 

服務 地方公務員法の服務及び懲戒に関する規定の対象となります 。 

その他 任用時はすべて条件付とし、原則として任用後１か月を良好な成績で

勤務したときに正式採用となります。 

※任用までに関係条例、規則等の改正が行われた場合は、その定めるところにより変更 

します。 

 

７ 試験の日時・会場・内容・発表 

 試験 

日 時 
令和８年２月 18日（水）午前９時３０分から 

（来場していただく時間については後日通知します。） 

会 場 吹田市教育委員会 （吹田さんくす３番館４階）  

試 験 

作文及び面接  

○作文テーマ『公民館の役割』（８００字程度） 

※日本語表記で作成してください。用紙、形式は問いません。 

  手書きでも、パソコン等を使用した作成でも構いません。 

  試験申込書と同時に提出してください。 

発 表 
令和８年２月下旬 

応募者全員本人宛に通知します。 



 

 

  

※１ 受験資格のないことが判明した場合は合格を取り消します。また、申込みの内容及

び受験に係る提出書類等に虚偽が認められた場合には、合格を取り消すことがあ

ります。 

 ※２ 合格から任用までの間に、任用することにふさわしくない非違行為等があった場

合は、任用しません。 

 ※３ 日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の方は採用されません。 

 

８ 受験手続 

（１）申込先  

〒５６４－００２７ 

吹田市朝日町３番４１５－１号 

    吹田市教育委員会事務局 地域教育部まなびの支援課 

    電話 ０６－６１５５－８２５７ 

（２）手続方法等 

    令和８年２月３日（火）から令和８年２月１６日（月）までの開庁日の午前９時か

ら午後５時までに試験申込書に必要事項を記入し、３か月以内に撮影した写真（正

面向き、本人と確認できるもの）を貼付し、作文と合わせて吹田市教育委員会地域

教育部まなびの支援課へ直接持参してください。郵送の場合は、封筒の表に「試験

申込書在中」と朱書きし、試験申込書等を郵送してください。 

 

９ その他 

（１）試験に関する提出書類は一切お返ししません。 

（２）試験申込書は、地域教育部まなびの支援課ホームページ上からダウンロードする

ことができます。 

（３）天候等の状況により試験の実施が危惧されるときは、お問い合わせください。 


